
境港市 

みんなでまちづくり 

条 例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民ひとりひとりのまちづくりへの関心や 

状況に応じた等身大の参加を尊重します 
 
 

                                                  

 

この条例は、ひとりでも多くの市民が自主的、自発的に「わがまち」のこと

を考え、自分たちで創り上げていくという誇りを持つようになって、みんな（市

民、市民活動団体、事業者、市）の力で暮らしやすいまちを実現することを目

的としています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

市の木「くろまつ」                                    市の花「きく」  
 
 
 

平成１９（2007）年７月１日施行 



 この条例の構成は、下記図表のとおり、主に４つの柱を中心に８章、計２４条からなる

条文構成となっています。 

 

◆条例の構成図 ～促進・参加・支援・協働～ 
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◆概念図 
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市民活動に関わ

ることを意味す

る。 

行政活動に関わ

ることを「行政

参加」と呼ぶ。

  

支 

援 

団体と団体が

力をあわせて、

暮らしやすい

まちの実現に

取り組む。 

  

協 

働 

市民活動団体

が円滑に活動

できるよう、み

んながさまざ

まな形でサポ

ートする。 
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境港市みんなでまちづくり条例 
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行政
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りの主役として、それぞれの関心や状況に応じて）

で暮らしやすいまちの実現

③協　働③協　働
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①市民の役割 
○まちづくりの主役です。 
○それぞれの関心や状況に応じて、自主的に市民活動や行政活動へ参加します。 

 
②市民活動団体の役割 
○公益的な活動を行う団体として、常に公益を意識します。 
○団体の実情に応じて、広く市民からの関心や参加を得られるよう努めます。 

 
③事業者の役割 
○企業などは、実情に応じて、市民活動団体との協働や社会貢献活動に努めます。 
○実情に応じて、就業者の市民活動への参加促進などの環境整備に努めます。 

 
④市の責務 
○市の持つ情報を市民に積極的に公表、情報を共有します。 
○行財政改革に継続的に取り組みます。 
○条例の市職員への十分な理解と意識の高揚を図ります。 
○条例を積極的に推進します。（促進、参加、支援および協働に関する施策の展開） 

 
 
 
 
 
【行政参加の対象となるもの】 
 
①市の計画（総合計画など）を策定・変更するとき 
②条例を制定・改正・廃止するとき[市政の基本方針、市民の義務や権利を定めるもの] 

③市民生活に大きな影響を与える制度を導入・改正・廃止するとき 

④大規模（２億円を超えるもの）な公共施設の計画などの策定・変更するとき 
 
【行政参加の方法】 
 
(Ⅰ)委員会や審議会などの会議の公開とそれらの委員の公募 

(Ⅱ)パブリックコメント制度 

(Ⅲ)市民ワークショップ 

(Ⅳ)政策提案制度 

(Ⅴ)その他適切な方法 

 
 
 
 
 

※その他適切な方法とは、「説明会」、「公聴会」、「アンケー

ト」などの従来手法、広聴制度として実施中の「市民の声提

案箱」、「出前座談会」など、それらの活用も図ります。 

行政活動への参加 （第７～12条） 

「みんな」の役割または責務 （第４・５条） 
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(Ⅰ)審議会などの会議の公開、委員の公募 

 委員会、審議会などの会議の原則公開、会議録の公表、委員の公募の機会を設けます。 

 

会議の開催 
(原則公開) 

傍聴 

会議録
の公表

委員会、 
審議会など 

会議開催の 
お知らせ 

委員の 
公 募 

 

 

 

 
市報など 

で募集 

開催 1週間前 

までに公表 

非開示情報は 

除きます 
 

 

 

(Ⅱ)パブリックコメント制度 

 市が作成した条例、基本計画および施策など（以下「施策等」といいます。）の原案

に対して、直接市民から意見を求める制度 

 

市 民 か ら

意見の提出

提出された意見の

検討経過と結果を

理由を付けて公表 

パブリックコメントの実施

(原案の公表と意見の募集)

市が作成した 

施策等の原案 

 

 

 

 郵便、FAX、電子

メール、書面など 原則 30 日以上の

期間を設けます 市の施策等 

への反映 
 

 

(Ⅲ)市民ワークショップ 

 施策などについて、市民と市または市民相互で対等な立場で自由に話し合い、意見を

まとめる方法です。 

 

市の施策等 

への反映 

開催結果、

会議録の 

公表 

市民ワークショップの開催

(自由で活発な話し合い) 
開催日時、場所、

施策等概要など 

 

 

 

 
開催１カ月前 

までに公表 
 

 

 

 

(Ⅳ)政策提案制度 

 暮らしやすいまちの実現や地域の課題解決などにつながる施策等について、市民から

アイデアを受け付ける制度 

 

 
市民自らが政策
を提案 

市は提案内容を総合的
かつ多面的に検討 
（３カ月以内） 

検討結果または検討経

過とその理由を提案者

に報告 

市の施策等

への反映 

検討結果と

その理由の

公表 

市が市民に提案
を求める 
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【市民からの請求に基づく参加の機会の提供の取扱い】 
 
○参加の機会を設けない、と市が判断した施策等について、市民から参加の機会を設け

てほしい旨の請求があった場合、その実施を検討します。 
○参加の機会の提供の方法について、市民から請求（提案）があった場合、その実施を

検討します。 
 
 参加の機会の提

供方法の実施に
ついて検討 

実施の可否の結
果とその理由を
公表 

市民から 
の請求  

 
 
 請求の受付から 

20 日以内  
【行政参加の結果の取扱い】 
 
○市は、提出された意見などを総合的かつ多面的に検討し、その反映に努めます。 
○検討の経過や結果を市ホームページなどで公表します。（個人情報などは除きます。） 
 
【公表の方法】 
 
①市役所と公民館にある掲示場 
②市役所の担当窓口に備え付け、または配布 
③市報さかいみなと（原則、毎月５日発行） 
④市ホームページ 
⑤その他効果的な方法（市内の公共施設での掲示や配布） 
 
【日常的な行政参加】 
 
○市民の要望、苦情なども、日常的な行政活動への参加と取り扱います。 
 
 
 
住民投票 （第 13条） 

 

○市民生活に重要な影響を及ぼす極めて重要な事項について、 

投票によって市民の意思を確認し、市政に反映させていく制度 

です。 

○それぞれの事案に応じて、投票の参加資格など、具体的な手続きを条例でその都度 

定めるものとしています。 

境港市では、平成１５年７月２０

日に米子市を合併対象市町村と

する合併協議会設置の賛否を問

う住民投票が実施されました。 

※極めて重要な事項とは、「原子力発電施設」、

「産業廃棄物処理施設」、「米軍基地施設」な

どの設置の是非や「市町村合併」、「広域的な

環境問題」などがあります。 
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支援 （第 14～17条） 

 
○お金の支援・・・各種市民活動への助成金、税の減免制度など 
○場所の支援・・・市民活動センターを市民活動・交流拠点として整備 

○情報の支援・・・市民活動団体に有益な情報の提供、相談窓口体制の整備 

○ひとの支援・・・市民活動団体の人材育成への支援、市職員の意識改革 

 

 

 
協働 （第 18～20条） 

 

○協働の基本原則（市民活動団体と市） 
 ①対等・②責任の明確化・③信頼関係の構築・④十分な対話と合意 
 
○市が政策・施策・事業などを企画もしくは実施する場合に、常に協働の可能性を探り、

検討を行うことに努めます。 

事業協力 
共催 

事業委託  
ＮＰＯなどの市民活動団体市  

 
 

○協働事業の提案制度 

 

① 
市は市民活動団体など
から提案を受付 

市は推進会議の意

見を参考に実施の

可否を決定 

境港市みんなでまち

づくり推進会議に審

査を依頼 

実施の可否

および理由

の公表 

市の公募による
提案制度 

 

 

 

 

 

 
 
 

実施の可否

および理由

の公表 

市は市民活動団体など
から提案を受付、実施
の可否を検討 

市民活動団体な
どからの提案 

② 
 
 
 
○みんなでまちづくり推進員の設置 
 ＮＰＯなどの市民活動団体と市との協働を円滑に推進するため、市の各部署に設置 
 
推進員の職務・・・①職場内での市民活動団体との協働に関することの普及啓発 
         ②職場における市民活動団体との協働事業の実施の検討 
         ③市民活動団体からの提案や問合せなどへの対応 
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実効性の確保 （第 21～23条）

 

○境港市みんなでまちづくり推進会議の設置 

 ・この条例の実効性を確保するために設置する機関 

条例を状況の変化に的確に
対応させていく、促進・参
加・支援・協働の取り組みを
チェックする。 

・公募の市民、市民活動団体の代表、有識者など 12 人で構成（任期は２年） 

 

 主な役割・・・①「（仮称）市民参加と協働を推進するための指針」の検討 

        ②促進・参加・協働・支援の実施状況の評価 

        ③協働事業の提案に関する審査と意見提出 

        ④条例の見直し、改正または廃止に関する提言 など 

 

○条例の運用状況の公表 

 毎年度、促進・参加・協働・支援の実施状況を公表します。 

 

○条例の見直し 

 

          市長は、社会情勢の変化や促進、参加、支援、協働の状況により、

必要に応じて適宜、条例を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 条例策定までの流れ  

 

平成１６年１２月    境港市協働のまちづくり推進懇話会（市民委員 12 人）が発足 

            （～平成 18 年 12 月までに懇話会 12 回、自主研究会 12 回開催） 

１８年６、10、11 月 条例出前説明会の開催（３団体） 

１８年 ９月    市報９月号で条例素案の骨子を掲載し、懇話会が意見等を募集 

 １９年 １月２２日 境港市みんなでまちづくり条例の素案を市長に報告 

１９年 ２月    市報２月号で条例の素案概要を掲載、市公式ホームページ、公

民館、市役所で境港市条例素案の全文を閲覧可能とし、市民など

から意見や感想を募集 

２月～３月 市役所内部（各部署、法制担当課）で意見募集、調整、協議 

４月    市報４月号で市の条例原案を掲載し、市民の意見などを募集 

５月    市法令審査会での審査後、条例の市最終案を決定 

６月    ６月定例市議会で条例案を上程 

６月２５日 議会議決 

７月 １日 条例施行 
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